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神
道
考
古
学
を
提
唱
し
た
大
場
磐
雄
は
、
古
墳
時
代
の
祭
祀
の
姿
に
つ
い
て
、
祭
祀
遺
跡
を
参
考
に
次
の

よ
う
に
考
え
た
。

　
　

 

す
な
わ
ち
当
代
人
は
一
定
の
場
所
に
斎
庭
を
選
定
し
樹
枝
（
榊
の
ご
と
き
）
に
石
製
の
剣
・
玉
・
鏡
を
吊
し
、
こ
れ
を
神ひ
も
ろ
ぎ籬
と
し
て

神
霊
を
招
き
、
そ
の
前
に
多
数
の
土
師
器
や
小
土
器
を
掘
り
据
え
置
き
並
べ
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
御
酒
御
饌
を
盛
り
、
厳
か
な
祭
祀

を
執
行
し
た
。
終
了
後
祭
器
具
は
付
近
に
一
括
埋
納
し
て
、
汚
穢
に
触
れ
ぬ
措
置
を
と
っ
た
。
第
二
回
も
第
三
回
も
、
同
一
箇
所
で

執
行
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
同
じ
場
所
に
埋
納
さ
れ
た
。
そ
の
都
度
新
し
い
祭
器
が
作
ら
れ
た
か
ら
、
幾
回
か
繰
返
さ
れ
た
時
は
、
多

量
の
祭
器
が
埋
納
さ
れ
た）

1
（

。
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こ
の
大
場
の
見
解
は
、
現
在
も
古
代
祭
祀
や
神
社
の
初
源
形
態
を
考
え
る
上
で
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
神
祭
り
で

使
う
用
具
「
祭
具
」
は
石
製
・
土
製
模
造
品
や
小
型
の
手
捏
土
器
が
中
心
で
あ
る
と
の
祭
祀
像
と
、
神
霊
は
神
籬
（
榊
な
ど
の
樹
枝
）
に

慿
来
す
る
と
い
う
神
観
が
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
の
考
古
学
の
調
査
結
果
や
宗
教
学
の
研
究
成
果
に
も
と
づ
く
と
、
大
場
が
示
し
た
古
代

の
祭
祀
像
と
は
異
な
る
様
子
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
改
め
て
古
代
の
祭
祀
と
神
観
に
つ
い
て
、
東
ア
ジ
ア
的
な
視
点
を
含
め
た
「
祭
祀
考
古
学
」
の
立
場
か
ら
、
近
年

の
調
査
・
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
検
証
し
て
み
た
い
。
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四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
、
日
本
列
島
の
各
地
域
（
東
北
地
方
か
ら
九
州
）
で
祭
祀
遺
跡
が
明
ら
か
と
な
る
。

後
に
述
べ
る
「
神
（
カ
ミ
）」
に
対
し
、
貴
重
な
品
々
を
捧
げ
、
酒
食
を
供
え
生
活
・
生
産
・
交
通
の
平
安
・
安
寧
を
祈
る
。
そ
れ
が
祭

祀
で
あ
り
、
そ
の
痕
跡
が
祭
祀
遺
跡
で
あ
る
。

　

祭
祀
遺
跡
の
出
土
品
に
は
、
次
の
よ
う
な
共
通
し
た
品
々
が
あ
る
。
カ
ミ
へ
の
捧
げ
物
と
し
て
は
、
儀
礼
用
の
小
型
銅
鏡
、
滑
石
製
の

鏡
・
勾
玉
・
剣
の
模
造
品
が
あ
り
、
カ
ミ
へ
酒
食
を
供
え
る
土
器
に
は
、
須
恵
器
の
甕
や
杯
、
土
師
器
の
杯
、
そ
し
て
手
捏
土
器
と
呼
ば

れ
る
小
型
土
器
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
品
々
が
、
特
定
の
場
所
に
ま
と
め
ら
れ
た
り
、
灌
漑
用
水
路
な
ど
へ
と
投
入
さ
れ
た
り
し
た
状
況
で

祭
祀
遺
跡
は
確
認
さ
れ
て
い
る）

2
（

。
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そ
の
初
期
、
四
世
紀
後
半
の
遺
跡
の
一
つ
が
、
宗
像
・
沖
ノ
島
の
十
七
号
遺
跡
で
あ
る
。
十
七
号
遺
跡
か
ら
は
直
径

二
七
㎝
に
達
す
る
大
型
品
を
含
む
多
数
の
銅
鏡
の
ほ
か
、
刀
剣
類
、
石
製
腕
飾
類
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
。
こ
れ
ら
の
品
々
は
、
沖
ノ
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島
の
神
を
象
徴
す
る
巨
岩
群
の
隙
間
へ
と
差
し
込
み
重
ね
た
状
態
で
出
土
し
て
い
る（

３
）。

こ
れ
は
、
祭
祀
で
捧
げ
た
ま
ま
の
状
態
と
い
う
よ

り
は
、
祭
祀
の
後
に
捧
げ
物
を
、
神
を
象
徴
す
る
巨
岩
の
も
と
へ
と
納
め
た
形
と
考
え
た
ほ
う
が
理
解
し
や
す
い
。

　

宗
像
・
沖
ノ
島
で
は
、
全
国
的
に
見
て
早
い
段
階
、
四
世
紀
後
半
に
祭
祀
が
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
ヤ
マ
ト
（
大
和
）
と
朝
鮮

半
島
を
最
短
で
結
ぶ
航
路
上
に
位
置
す
る
と
い
う
沖
ノ
島
の
地
理
的
・
環
境
的
な
条
件
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る（
４
）。

そ
こ
に
捧
げ
た
大

型
の
銅
鏡
や
石
製
腕
飾
は
、
奈
良
県
奈
良
市
の
佐
紀
陵
山
古
墳
（
伝
日
葉
酢
媛
命
陵
）
の
よ
う
な
同
時
代
の
大
和
地
域
の
大
型
古
墳
の
副

葬
品
と
共
通
し（
５
）、

祭
祀
は
ヤ
マ
ト
王
権
と
の
密
接
な
関
係
の
中
で
行
わ
れ
始
め
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

　

ほ
ぼ
同
時
期
、
四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
前
半
に
は
、
東
国
で
も
大
和
と
関
係
す
る
祭
祀
の
場
が
成
立
し
た
。
房
総
半
島
の
先
端
、
南

房
総
市
白
浜
町
の
小
滝
涼
源
寺
遺
跡
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
石
製
模
造
品
や
多
数
の
土
器
類
と
と
も
に
、
鉄
剣
や
小
型
鉄
鋌
、
伊
勢
湾

周
辺
（
伊
勢
・
尾
張
地
域
）
の
土
師
器
甕
が
出
土
し
て
い
る（
６
）。

こ
れ
ら
の
出
土
遺
物
は
、
大
和
、
伊
勢
・
尾
張
地
域
と
東
国
と
の
関
係
性

を
示
唆
す
る
も
の
だ
。
こ
の
遺
跡
は
、
太
平
洋
を
見
晴
ら
す
場
所
に
立
地
す
る
。
房
総
半
島
先
端
の
海
域
は
、
大
和
か
ら
伊
勢
・
尾
張
地

域
を
通
り
海
路
で
東
北
地
方
へ
と
向
う
場
合
、
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
海
の
難
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
宗
像
・
沖
ノ
島
と
近
い
年
代
に
、

初
期
の
祭
祀
の
場
が
営
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
海
域
の
安
全
な
航
行
を
願
う
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
に
か

け
て
、
大
和
地
域
の
王
権
と
の
か
か
わ
り
で
、
日
本
列
島
の
東
西
に
祭
祀
の
場
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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一
方
で
、
最
近
で
は
古
墳
時
代
の
祭
祀
の
場
の
細
か
な
状
況
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
群
馬
県

渋
川
市
の
金
井
下
新
田
遺
跡
で
あ
る（
７
）。

こ
の
遺
跡
は
、
六
世
紀
初
頭
頃
、
榛
名
山
二
ツ
岳
の
噴
火
の
火
砕
流
で
埋
没
し
て
お
り
、
噴
火
直

前
の
様
子
が
生
々
し
く
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
祭
祀
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
、
土
器
の
集
積
遺
構
（
多
数
の
土
器
を
ま
と
め

た
場
所
）
が
複
数
残
さ
れ
、
さ
ら
に
大
規
模
な
竪
穴
建
物
と
高
床
建
物
を
区
画
・
遮
蔽
す
る
網
代
垣
、
そ
れ
に
隣
接
す
る
高
床
建
物
が
発

見
さ
れ
て
い
る
。
古
代
の
祭
祀
の
場
は
、
大
場
が
想
像
し
た
よ
う
な
石
製
・
土
製
模
造
品
な
ど
の
祭
祀
遺
物
や
土
器
類
が
ま
と
ま
っ
て
出
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土
す
る
の
み
の
単
純
な
構
造
で
は
な
く
、
多
様
な
施
設
・
建
物
の
複
合
体
で
あ
っ
た
可
能
性
を
、
こ
の
遺
跡
は
示
し
て
い
る
。
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次
に
、
最
近
の
発
掘
調
査
の
成
果
か
ら
復
元
で
き
る
古
代
の
祭
祀
の
実
態
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

ᦪ
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ǽ
近
年
の
祭
祀
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
最
も
大
き
な
成
果
は
、
古
墳
時
代
の
祭
祀
と
鉄
製
品
と
の
密
接
な
関
係
が
明
ら
か
に

な
っ
た
こ
と
だ
。
そ
の
代
表
的
な
例
に
千
葉
県
木
更
津
市
の
千
束
台
遺
跡
の
祭
祀
遺
構
と
、
愛
媛
県
松
前
町
の
出
作
遺
跡
が
あ
る
。
い
ず

れ
も
五
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
の
遺
跡
で
あ
る（
８
）。
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に
五
世
紀
の
祭
祀
の
場
で
鉄
製
品
が
使
わ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
特
に
、
五
世
紀
代
の
千
束
台
遺
跡
の
祭
祀
遺
構
は
、
六
世
紀
代
の
古
墳
の
墳
丘
で
パ
ッ
ク
さ
れ
た
状
態
で
あ
っ
た
た
め
、
祭
祀

の
後
に
片
付
け
ま
と
め
た
状
況
が
良
好
に
残
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
石
製
模
造
品
や
土
器
類
の
ほ
か
に
、
鉄
製
模
造
品
（
斧
形
な

ど
）、
鉄
製
の
武
器
（
鉄
鏃
な
ど
）、
農
具
（
曲
刃
鎌
、
Ｕ
字
形
鋤
先
、
手
鎌
）、
工
具
（
刀
子
、
鉇
な
ど
）、
鉄
素
材
（
鉄
鋌
）
が
出
土
し

て
い
る
。
出
作
遺
跡
で
も
、
類
似
し
た
鉄
製
品
が
出
土
し
た
。
こ
の
内
容
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
宗
像
・
沖
ノ
島
の
二
一
号
遺
跡
と
共
通
し
、

東
北
か
ら
九
州
ま
で
の
五
世
紀
以
降
の
祭
祀
遺
跡
で
も
一
定
量
の
鉄
製
品
の
出
土
が
確
認
で
き
る（
９
）。
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ǽ
ま
た
、
低
湿
地
の
祭
祀
遺
跡
の
調
査
例
が
増
加
し
た
結
果
、
従
来
、
台
地
上
の
遺
跡
で
は
腐
朽
し
て
し
ま
っ
た
木
製

品
が
良
い
状
態
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
古
墳
時
代
の
祭
祀
で
は
、
多
様
な
木
製
品
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
代
表
例
が
静
岡
県
浜
松
市
の
山
ノ
花
遺
跡
で
あ
る）
10
（

。
こ
こ
で
は
、
大
規
模
な
溝
が
掘
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
滑

石
製
模
造
品
や
子
持
勾
玉
な
ど
の
祭
祀
用
具
と
と
も
に
多
様
な
木
製
品
が
出
土
し
た
。
木
製
品
に
は
、
捧
げ
物
を
置
く
案あ
ん

（
机
）、
木
製

の
祭
祀
用
模
造
品
（
船
や
刀
）、
楽
器
の
琴
、
刀
の
柄
や
鞘
と
い
っ
た
刀
装
具
、
弓
、
糸
を
紡
ぐ
紡
績
具
や
布
を
織
る
機
織
り
機
、
竪
杵
・
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杵
、
杓
子
と
い
っ
た
調
理
具
ま
で
確
認
で
き
る
。
他
の
五
〜
六
世
紀
の
祭
祀
遺
跡
で
も
共
通
し
た
木
製
品
が
出
土
し
て
お
り
、
古
墳
時
代

の
祭
祀
で
は
、
多
く
の
木
製
品
が
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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ǽ
こ
れ
ら
五
世
紀
の
祭
祀
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
品
々
は
、
六
・
七
世
紀
の
祭
祀
へ
と
引
き
継
が
れ
た
。
そ
れ
を
、

よ
く
示
す
の
が
、
宗
像
沖
ノ
島
の
七
号
遺
跡
と
五
号
遺
跡
で
あ
る
。
そ
の
出
土
品
は
、
神
宮
（
伊
勢
神
宮
）
の
神
宝
（
神
の
た
め
の
宝
物
）

と
一
致
す
る
。

　

七
号
遺
跡
の
年
代
は
六
世
紀
代
。
岩
陰
に
、馬
具
、刀
剣
、鏡
、鏃
、胡
籙
（
矢
の
入
れ
物
）、玉
類
、盾
形
鉄
板
、挂
甲
（
乗
馬
用
の
甲
）、

鉾
な
ど
が
整
然
と
並
べ
ら
れ
た
形
で
出
土
し
た )11

(

（
ቼ
ᴮ
َ
）。

　

刀
剣
に
は
、
鉄
芯
に
銀
を
巻
い
た
「
捩
り
環
頭
」
と
い
う
刀
の
柄
の
飾
り
と
、
水
晶
製
の
三
輪
玉
が
伴
う
。
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
復

元
す
る
と
、
六
世
紀
後
半
の
奈
良
県
藤
ノ
木
古
墳
か
ら
出
土
し
た
倭
系
の
飾
り
大
刀
と
類
似
す
る
刀
剣
に
な
る
。
こ
れ
は
、
神
宮
の
神
宝

「
玉
纏
太
刀
」
へ
と
系
譜
が
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

さ
ら
に
、
七
号
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
盾
形
鉄
板
は
、
福
岡
県
の
岩
戸
山
古
墳
の
石
盾
と
比
較
す
る
と
、
盾
の
中
央
に
取
り
付
け
た
装
飾

鉄
板
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
五
世
紀
の
祭
祀
遺
跡
か
ら
も
盾
は
出
土
し
、
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
資
料
だ
。
そ
し
て
盾
は
、
神
宮
の
神
宝
に

含
ま
れ
る
。
ま
た
、
馬
具
は
、
神
宮
に
隣
接
す
る
月
読
宮
の
神
宝
、
神
馬
の
模
造
品
（
木
彫
）
の
馬
具
と
類
似
す
る
。

　

続
く
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
の
遺
跡
が
、
半
岩
陰
・
半
露
天
の
祭
祀
の
五
号
遺
跡
で
あ
る）
12
（

。
こ
こ
か
ら
は
、
金
銅
製
の
祭
祀
用
の

ミ
ニ
チ
ュ
ア
（
雛
形
）
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
い
る
。
雛
形
に
は
糸
を
紡
ぐ
紡
績
具
と
琴
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
や
は
り
神
宮
の
神
宝
と

一
致
す
る
。
紡
織
具
と
琴
も
、
五
世
紀
以
降
の
祭
祀
遺
跡
か
ら
出
土
し
、
そ
の
系
譜
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
年
代
的
に

は
、
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
の
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
神
宮
神
宝
に
直
結
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

　

沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
の
出
土
品
、
さ
ら
に
列
島
内
各
地
の
五
世
紀
代
の
祭
祀
遺
跡
の
出
土
品
は
、
伊
勢
神
宮
の
神
宝
と
多
く
が
共
通
す
る
。
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つ
ま
り
、
神
宮
の
神
宝
は
、
五
世
紀
以
来
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

古
墳
時
代
の
祭
祀
で
は
、
決
し
て
石
製
・
土
製
模
造
品
が
祭
祀
用
具
の
中
心
で
は
な
か
っ
た
。
様
々
な
鉄
製
品
・
木
製
品
、
具
体
的
に

は
神
宮
神
宝
に
つ
な
が
る
飾
り
大
刀
、
盾
、
紡
織
具
、
琴
、
馬
具
と
い
っ
た
品
々
が
、
五
・
六
世
紀
以
来
、
捧
げ
ら
れ
使
用
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。

ᇞ
ᇌ
Ɂ
ک
Ȼ
ᯚ
ࣂ
π

ǽ
ま
た
、
最
近
の
発
掘
調
査
の
成
果
か
ら
は
、
祭
祀
の
場
の
様
子
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
五
・
六
世
紀
代
の
複

数
の
祭
祀
遺
跡
か
ら
は
、
高
床
倉
の
建
築
部
材
（
扉
、
梯
子
な
ど
）
が
出
土
し
て
い
る
の
で
あ
る）
13
（

。
ቼ
ᴯ
َ
に
示
し
た
の
は
、
五
世
紀
代

の
三
ヶ
所
の
祭
祀
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。
閂
穴
が
つ
い
た
扉
（
閉
ざ
し
て
閂
で
封
が
可
能
な
る
扉
）、
そ
れ
を
は
め
込
む
部

材
（
楣
）、そ
し
て
梯
子
で
あ
る
。
こ
れ
ら
出
土
部
材
か
ら
、五
世
紀
代
、複
数
の
祭
祀
の
場
に
は
、高
床
倉
が
建
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

　

扉
を
閉
ざ
し
閂
で
封
が
で
き
る
高
床
倉
な
の
で
、
祭
祀
で
捧
げ
使
う
品
々
だ
け
で
な
く
、
カ
ミ
を
象
徴
す
る
優
れ
た
鏡
や
武
器
な
ど
を

納
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
神
宮
で
皇
祖
神
を
象
徴
す
る
「
宝
鏡
」、
石
上
神
宮
に
祀
る
鋭
い
神
剣
「
フ
ツ
ノ
ミ
タ
マ
」
に
代
表
さ
れ
る
、

神
を
象
徴
す
る
器
物
は
、
こ
の
よ
う
な
高
床
倉
構
造
の
「
正
殿
」
や
「
神
庫
」
に
奉
安
さ
れ
た
の
で
あ
る）
14
（

。

Ԗ
႕
ˁ
ᤝ
ⶸ
ஃ
ᜫ
Ȼ
ᇘ
ዡ

ǽ
さ
ら
に
、
四
世
紀
の
奈
良
県
御
所
市
の
秋
津
遺
跡
で
は
、
建
物
と
祭
祀
の
場
を
板
塀
で
区
画
・
遮
蔽
し
て
い

た
状
況
が
明
ら
か
と
な
っ
た）
15
（

。
類
似
し
た
状
況
は
、
六
世
紀
初
頭
の
群
馬
県
渋
川
市
の
金
井
下
新
田
遺
跡
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る）
16
（

。
こ
の

遺
跡
は
、
榛
名
山
二
ツ
岳
の
噴
火
に
よ
る
火
砕
流
で
埋
没
し
て
お
り
、
大
型
の
竪
穴
建
物
、
掘
立
柱
の
側
柱
建
物
と
高
床
建
物
を
、
高
さ

約
三
ｍ
の
網
代
垣
が
区
画
・
遮
蔽
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
塀
や
垣
は
、
そ
こ
で
祀
る
カ
ミ
へ
穢
れ
な
ど
が
及
ぶ
こ
と
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
カ
ミ
の
強
い
霊
威
が
周
囲
に
悪
影
響
を
与
え
な
い

た
め
に
造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
祭
祀
の
場
の
様
子
は
、
五
世
紀
初
頭
、
兵
庫
県
加
古
川
市
の
行
者
塚
古
墳
や
、
六
世
紀

前
半
、
大
阪
府
高
槻
市
の
今
城
塚
古
墳
の
埴
輪
列
に
再
現
さ
れ
て
い
る
。
行
者
塚
古
墳
の
造
り
出
し
に
は
円
筒
埴
輪
で
方
形
の
区
画
が
造
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ら
れ
、
中
心
に
複
数
の
家
形
埴
輪
を
設
置
、
そ
こ
へ
と
食
膳
を
模
し
た
土
製
模
造
品
が
供
え
ら
れ
て
い
た）

17
（

。
今
城
塚
古
墳
の
周
堤
上
に
展

開
す
る
埴
輪
列
は
、
塀
形
埴
輪
で
四
つ
の
方
形
に
区
画
を
作
り
、
そ
の
中
に
大
型
の
家
形
埴
輪
を
置
き
、
周
囲
に
は
女
性
埴
輪
等
の
人
物

埴
輪
、
盾
や
大
刀
な
ど
の
器
財
埴
輪
が
並
べ
ら
れ
て
い
た）
18
（

。
い
ず
れ
も
、
区
画
・
遮
蔽
さ
れ
た
空
間
と
祭
祀
・
儀
礼
と
の
密
接
な
関
係
を

物
語
る
。

　
『
日
本
書
紀
』は
、皇
祖
神
を
象
徴
す
る
宝
鏡
を
祀
っ
た
施
設
と
し
て「
神ひ
も
ろ
き籬
」の
名
称
を
使
っ
て
い
る
。「
神
宮
」の
原
形
・
起
源
で
あ
る
。

「
神
籬
」
と
は
「
神
の
籬か
き

」
の
意
味
で
あ
り
、
カ
ミ
を
象
徴
す
る
優
れ
た
銅
鏡
を
高
床
倉
に
納
め
て
周
囲
を
塀
（
籬
）
で
区
画
・
遮
蔽
し

た
施
設
が
、
そ
の
実
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ա
͍
ᇞ
ᇌ
Ɂ

ৰ

ǽ
古
墳
時
代
の
五
世
紀
頃
の
祭
祀
遺
跡
か
ら
推
定
で
き
る
。
祭
祀
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
次
の
特
徴
が
指
摘
で
き
る
。

ま
ず
、
祭
祀
に
当
た
っ
て
は
、
カ
ミ
へ
供
え
る
食
膳
、
捧
げ
物
、
そ
し
て
祭
祀
で
使
用
す
る
品
々
は
、
祭
祀
の
場
の
近
く
で
製
作
・
準
備

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
列
島
各
地
の
祭
祀
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
、
石
製
模
造
品
の
未
製
品
、
鉄
を
加
工
す
る
鍛
冶
遺
構
、

紡
織
具
、
そ
し
て
食
べ
物
の
調
理
具
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
カ
ミ
へ
と
捧
げ
る
品
々
を
特
別
に
作
り
調
理
し
て
、
清
浄
さ
を
確

保
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
祭
祀
の
後
、
カ
ミ
へ
の
貴
重
な
捧
げ
物
は
高
床
倉
な
ど
へ
収
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
祭
祀
の
構
成
は
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
が
記
す
、
古
代
の
神
宮
祭
祀
の
構
成
と
一
致
す
る
。

　

ま
た
一
方
で
、
酒
食
を
供
え
、
鏡
、
玉
、
武
器
、
農
工
具
な
ど
の
貴
重
品
を
捧
げ
る
形
は
、
三
世
紀
に
成
立
し
た
古
墳
の
儀
礼
と
一
致

し
、
五
世
紀
に
成
立
す
る
祭
祀
の
形
は
、
古
墳
の
儀
礼
を
基
礎
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る）
19
（

。
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で
は
、
古
墳
時
代
の
祭
祀
で
祀
ら
れ
た
「
神
・
カ
ミ
」
と
は
、
い
か
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
、
祭
祀
遺

跡
や
古
代
以
来
の
神
社
の
立
地
環
境
か
ら
、
日
本
列
島
の
自
然
環
境
の
働
き
が
密
接
に
関
係
す
る
と
推
測
で
き
る
。

　

日
本
列
島
の
自
然
環
境
は
、
複
雑
な
地
形
と
四
季
の
変
化
に
富
む
点
に
特
徴
が
あ
り
、
多
く
の
恵
み
を
与
え
て
く
れ
る
と
反
面
、
多
く

の
災
害
を
も
た
ら
す
。
古
代
、
日
本
列
島
に
暮
ら
し
た
人
々
は
、
こ
う
し
た
自
然
環
境
の
特
別
な
働
き
に
、
そ
れ
を
起
こ
し
司
る
「
行
為

者
」
を
直
観
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
、
人
格
化
し
て
「
カ
ミ
・
神
」
と
し
て
祀
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
間
の
脳
の
認
知
機
能
に
も
と
づ

く
と
の
指
摘
が
、
認
知
宗
教
学
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る）
20
（

。

　

そ
し
て
、
自
然
環
境
の
特
別
な
働
き
が
現
れ
る
場
所
は
、
そ
の
行
為
者
「
カ
ミ
」
が
居
る
場
所
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
で
祭
祀
が
行
わ
れ

た
。
そ
の
よ
う
な
場
所
に
、古
代
の
祭
祀
遺
跡
は
立
地
し
、古
代
以
来
の
神
社
が
鎮
座
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
が
、八
世
紀
の
『
記
紀
』
や
、

十
世
紀
の
『
延
喜
式
』
に
記
さ
れ
た
、
特
定
の
場
所
に
「
坐ま

す
神
」
の
神
観
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
特
定
の
場
所
と
は
、
ど
の
よ
う
な
場

所
な
の
か
。
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。

̬
ᣮ
Ɂ
ᛵ
ᚗ
Ⱦ
ٯ
Ȭ
ɵ
ʩ　

古
代
の
日
本
「
倭
国
」
の
中
心
、
ヤ
マ
ト
（
大
和
）
か
ら
朝
鮮
半
島
へ
と
至
る
最
短
の
航
路
上
の
要
所
が
、

玄
界
灘
の
た
だ
中
で
真
水
も
湧
く
福
岡
県
宗
像
市
の
宗
像
沖
ノ
島
、
そ
の
途
中
の
大
島
、
船
の
港
湾
と
な
る
宗
像
の
釣
川
河
口
だ
。
こ
の

三
ヶ
所
に
坐ま

し
て
、
祀
ら
れ
た
の
が
宗
像
三
女
神
で
あ
る
。

　

ま
た
、
大
和
か
ら
東
北
地
方
へ
と
海
路
で
赴
く
の
に
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
難
所
が
、
太
平
洋
に
突
き
出
し
た
房
総
半
島
の
先
端

で
あ
る
。
そ
こ
に
面
し
て
立
地
す
る
祭
祀
遺
跡
が
千
葉
県
南
房
総
市
白
浜
町
の
小
滝
涼
源
寺
遺
跡
で
あ
る
。
こ
の
地
域
に
は
安
房
神
社
が

鎮
座
す
る
。
宗
像
三
女
神
を
祀
る
宗
像
神
社
に
は
宗
像
郡
が
、
安
房
神
社
に
は
安
房
郡
が
神
郡
（
重
要
な
神
社
を
支
え
る
郡
）
と
し
て
設
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定
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
国
家
的
に
重
要
な
神
々
を
祭
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

　

さ
ら
に
、
東
北
地
方
へ
の
入
り
口
で
、
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
る
秀
麗
な
山
が
福
島
県
白
河
市
の
建
鉾
山
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
那
珂
川
の

上
流
、
那
須
方
面
か
ら
、
律
令
時
代
の
「
白
河
の
関
」
を
越
え
て
く
る
陸
路
と
、
仙
台
平
野
へ
と
通
じ
る
阿
武
隈
川
の
上
流
が
接
す
地
点

で
、
さ
ら
に
久
慈
川
の
上
流
域
と
も
接
す
る
地
点
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
東
北
地
方
の
玄
関
口
で
あ
り
、
水
陸
交
通
の
結
節
点
と
も
い
え
る

場
所
だ
。
阿
武
隈
川
上
流
の
社
川
に
面
し
て
建
鉾
山
は
聳
え
て
い
る
。
そ
の
麓
に
は
、
五
世
紀
前
半
、
東
北
地
方
で
最
も
古
い
段
階
の
祭

祀
遺
跡
が
残
り）
21
（

、
延
喜
式
内
社
（
十
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
『
延
喜
式
』
に
載
る
神
社
）
で
あ
る
都つ

つ
こ
わ
け

々
古
別
神
社
が
鎮
座
す
る
。

෩
ɥ
গ
ɓ
ɵ
ʩ　
『
延
喜
式
』
の
古
代
の
祝
詞
、「
広
瀬
の
大
忌
の
祭
祝
詞
」
で
は
、
水
田
稲
作
に
不
可
欠
な
灌
漑
用
水
の
源
と
な
る
山
、

そ
の
水
が
流
れ
出
る
山
麓
「
山
口
」
は
、
水
を
供

給
す
る
カ
ミ
が
坐
す
場
所
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
場
所
、
山
か
ら
流
れ
出
る
川
跡
に
立

地
す
る
の
が
、
五
世
紀
に
始
ま
る
祭
祀
遺
跡
、
奈

良
県
奈
良
市
の
大
柳
生
宮
ノ
前
遺
跡
で
あ
る
。
そ

の
隣
接
地
に
は
延
喜
式
内
社
の
「
夜や
ぎ
ゅ
う
や
ま
ぐ
ち

伎
布
山
口
神

社
」
が
鎮
座
す
る）
22
（

。

　

ま
た
、
千
葉
県
館
山
市
の
長
須
賀
条
里
制
遺
跡

で
は
五
世
紀
の
水
田
と
灌
漑
用
水
路
の
跡
が
発
掘

調
査
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
灌
漑
用
水
路
周

辺
か
ら
祭
祀
関
係
の
遺
物
が
集
中
し
て
出
土
し
て

ቼ ³َǽ࣮ᦾࠞȻණڒํ˨ࡺ

ቼ ´َǽࢿངᇘᇋȻࡺ֪۾
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お
り
、
こ
の
近
く
で
祭
祀
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る）

23
（

。

　
『
日
本
書
紀
』
が
天
武
天
皇
四
年
（
六
七
五
）
に
始
ま
っ
た
と
す
る
「
大お
お
い
み
の
ま
つ
り

忌
祭
」
は
、
若
々
し
い
穀
物
の
女
神
「
ワ
カ
ウ
カ
ノ
メ
」

を
祀
り
稲
作
の
安
寧
を
祈
る
も
の
だ
。
そ
の
祭
祀
の
場
は
、
ま
さ
に
、
大
和
盆
地
の
河
川
が
合
流
す
る
河
辺
に
鎮
座
す
る
、「
広
瀬
に
坐ま

す
ワ
カ
ウ
カ
ノ
メ
神
社
」（
広
瀬
神
社
）
で
あ
る
。
広
瀬
神
社
が
立
地
す
る
環
境
は
、
五
世
紀
代
の
大
柳
生
宮
ノ
前
遺
跡
や
長
須
賀
条
里

制
遺
跡
の
立
地
環
境
の
系
譜
を
引
く
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ཌ
ࠞ
Ɂ
ɵ
ʩ　

日
本
列
島
の
自
然
環
境
の
働
き
を
象
徴
す
る
も
の
の
一
つ
に
、
活
発
な
火
山
活
動
が
あ
る
。
こ
れ
も
カ
ミ
の
働
き
と
さ
れ

た
。
そ
の
代
表
格
が
富
士
山
の
神
で
あ
る
。

　

富
士
山
は
安
定
的
に
水
を
恵
む
巨
大
な
水
源
で
あ
る
と
同
時
に
、
時
に
噴
火
し
大
規
模
な
災
害
を
も
た
ら
す
。
八
・
九
世
紀
、
そ
の
よ

う
な
富
士
山
の
働
き
を
起
こ
し
司
る
存
在
と
し
て
「
浅あ
さ
ま間
の
神
」
が
直
観
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
信
仰
さ
れ
た
。
浅
間
の
神
へ
の
祭
祀
は
、

神
の
働
き
が
現
れ
る
場
所
、
富
士
山
の
伏
流
水
が
豊
富
に
湧
く
場
所
や
、
噴
火
を
望
め
る
地
点
で
行
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な
場
所
に
、
古
代

以
来
の
浅
間
神
社
（
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
・
河
口
浅
間
大
社
）
は
鎮
座
す
る
。

　

ま
た
、
天
武
天
皇
十
三
年
（
六
八
四
）、
太
平
洋
に
浮
か
ぶ
伊
豆
諸
島
周
辺
で
海
中
火
山
が
噴
火
し
て
島
が
出
現
、
人
々
は
神
の
働
き

と
考
え
た
、
と
『
日
本
書
紀
』
は
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
処
し
た
と
考
え
ら
れ
る
祭
祀
遺
跡
が
、
東
京
都
大
島
町
、
伊
豆
大
島
の
北
西

海
岸
に
あ
る
和
泉
浜
遺
跡
Ｃ
地
点
だ）
24
（

。
こ
の
遺
跡
か
ら
は
、
全
国
で
も
他
に
例
を
み
な
い
金
・
銀
の
延
べ
板
、
各
二
枚
が
出
土
し
て
お
り
、

こ
こ
で
の
祭
祀
の
重
要
性
が
う
か
が
え
る
。
伊
豆
諸
島
の
火
山
活
動
に
カ
ミ
・
神
を
直
観
し
祀
る
伝
統
は
、
後
に
伊
豆
の
三
島
の
神
の
信

仰
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 

火
山
の
カ
ミ
の
信
仰
の
系
譜
は
、
さ
ら
に
古
墳
時
代
中
期
の
五
世
紀
ま
で
遡
る
。
五
世
紀
後
半
頃
の
榛
名
山
の
噴
火
に
対
処
し
た
と
考

え
ら
れ
る
祭
祀
遺
跡
が
、
群
馬
県
渋
川
市
の
宮
田
諏
訪
原
遺
跡
で
あ
る）
25
（

。
五
世
紀
後
半
頃
、
榛
名
山
の
二
ツ
岳
は
、
火
山
活
動
を
活
発
化
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さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
れ
を
西
に
望
む
地
点
に
宮
田
諏
訪
原
遺
跡
は
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
遺
跡
に
は
五
世
紀
後
半
、
銅
製
儀
鏡
（
儀
礼

用
の
小
型
鏡
）
と
、
多
数
の
鉄
製
の
鏃
、
農
・
工
具
な
ど
貴
重
な
品
々
を
多
数
使
用
し
た
祭
祀
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
六

世
紀
初
頭
頃
の
榛
名
山
二
ツ
岳
の
大
噴
火
で
噴
出
し
た
火
砕
流
に
よ
り
最
終
的
に
埋
没
し
て
い
る
。
火
山
活
動
の
沈
静
化
を
願
い
、
噴
煙

が
立
ち
昇
る
二
ツ
岳
を
望
み
な
が
ら
継
続
的
に
貴
重
な
品
々
を
捧
げ
た
祭
祀
は
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
祈
り
は
届
か
ず
二

ツ
岳
は
大
噴
火
、
祭
の
場
は
火
砕
流
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
火
山
災
害
の
実
態
と
祭
祀
の
関
係
を
雄
弁
に
物
語
る
。

ᨢ
ˁ
ණ
ب
Ȼ
ɵ
ʩ　

古
代
の
日
本
列
島
で
は
、
自
然
環
境
の
働
き
だ
け
で
な
く
、
大
き
く
美
し
い
銅
鏡
、
切
れ
味
の
鋭
い
刀
剣
は
、
カ
ミ

を
象
徴
す
る
品
、
ま
た
は
カ
ミ
そ
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
皇
祖
神
「
天
照
大
神
」
の
宝
鏡
、
フ
ツ
ノ
ミ
タ
マ
の
神
剣
は
、
そ
の
典
型

例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
品
を
安
置
す
る
高
床
倉
が
古
代
以
来
の
神
社
の
中
枢
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。
そ
れ
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

伊
勢
神
宮
（
神
宮
）
の
正
殿
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
紀
が
記
す
石
上
神
宮
の
神
庫
な
の
だ
。

　

延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
の
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
は
、「
天
照
坐
皇
大
神
」
に
つ
い
て
「
御み
か
た形
鏡
に
坐
す
」
と
記
す
。
こ
れ
は
、

天
照
大
神
を
象
徴
す
る
も
の
は
「
鏡
」
で
あ
る
と
の
意
味
と
な
る
。
同
じ
正
殿
に
祀
る
手
力
雄
神
は
「
霊み
た
ま

の
御
形
、
弓
に
坐
す
」、
萬
幡

豊
秋
津
姫
命
は
「
霊
の
御
形
、
剱
に
坐
す
」
と
あ
る
。
高
床
倉
構
造
の
建
物
に
奉
安
し
た
鏡
・
剱
・
弓
を
、
神
霊
・
カ
ミ
の
象
徴
と
し
て

扱
っ
た
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
表
現
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ّ

ᬻ
ڒ
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ۿ
˩
ᶲ
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で
は
、
今
ま
で
み
て
き
た
古
代
の
日
本
列
島
に
お
け
る
カ
ミ
と
、
そ
の
祭
祀
は
、
ど
の
よ
う
な

歴
史
的
な
背
景
の
中
で
形
づ
く
ら
れ
た
の
か
。
改
め
て
弥
生
時
代
か
ら
経
過
を
辿
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

　

紀
元
前
後
の
弥
生
時
代
、
日
本
列
島
の
西
日
本
で
は
、
い
ち
早
く
水
田
稲
作
を
受
け
入
れ
た
。
一
方
、
東
日
本
で
は
縄
文
的
な
要
素
が

色
濃
く
残
り
、日
本
列
島
の
東
と
西
に
は
明
確
な
文
化
的
な
差
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
後
、三
世
紀
に
な
る
と
、日
本
列
島
の
ほ
ぼ
中
央
、

奈
良
盆
地
（
ヤ
マ
ト
地
域
）
の
纏
向
遺
跡
に
都
市
的
な
大
集
落
が
成
立
、
隣
接
す
る
箸
墓
古
墳
で
「
前
方
後
円
墳
」
と
い
う
古
墳
の
形
が
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確
立
す
る）

26
（

。
三
世
紀
後
半
に
は
、
こ
の
「
前
方
後
円
墳
」
を
中
心
に
古
墳
と
い
う
墓
の
形
、
特
別
な
人
物
の
葬
り
方
を
、
日
本
列
島
の
東

西
で
共
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
列
島
の
東
西
で
文
化
的
に
共
通
す
る
要
素
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
画
期
に
、
ヤ
マ

ト
地
域
の
王
権
を
中
核
と
し
て
日
本
列
島
内
に
倭
国
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

続
く
四
世
紀
、
中
国
の
統
一
王
朝
「
晋
」
は
衰
退
し
て
滅
亡
、
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
東
ア
ジ
ア
情
勢
が
大
き
く
変
化
し
た
。

そ
の
よ
う
な
五
世
紀
、
日
本
列
島
で
は
新
た
な
動
き
が
現
れ
る
。

　

埼
玉
県
行
田
市
、
埼
玉
古
墳
群
の
稲
荷
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
鉄
剣
の
金
象
嵌
銘
は
、「
上
祖
の
オ
ホ
ヒ
コ
」
か
ら
の
系
譜
と
と
も
に 

「
治
天
下
」「
大
王
」
の
漢
字
を
使
い
ヲ
ワ
ケ
ノ
オ
ミ
の
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
に
仕
え
た
経
緯
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
冒
頭
の
「
辛
亥
年
」

の
文
字
か
ら
、
五
世
紀
後
半
の
Ａ
．Ｄ
．四
七
一
年
に
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
天
下
」
は
倭
国
の
国
家
領
域
の
観
念
を
示
し
、

あ
わ
せ
て
「
治
天
下
」
の
大
王
、
つ
ま
り
天
下
を
統
治
す
る
「
大
王
」
と
い
う
認
識
が
、
五
世
紀
の
日
本
列
島
で
は
形
成
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
示
す
。
当
然
、「
天
下
」
と
い
う
文
字
と
、
そ
の
考
え
方
は
、
中
国
の
漢
籍
か
ら
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。

ǽɵ

ۿ
˩
ᶲ
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ɥ
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こ
の
大
王
が
統
治
す
る
国
家
領
域
「
天
下
」
の
環
境
の
働
き
に
カ
ミ
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
の
が
、
特

定
の
環
境
・
場
所
に
「
坐ま

す
カ
ミ
」
と
い
う
考
え
方
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
国
家
領
域
「
天
下
」
に
坐
す
カ
ミ
を
「
大
王
」
と
各
地
の
有
力

者
が
、
貴
重
品
な
品
々
と
酒
食
を
捧
げ
て
祀
り
、
恵
み
を
願
い
災
害
を
防
ぐ
。
彼
ら
は
カ
ミ
を
祀
る
こ
と
で
「
天
下
」
と
各
地
域
の
生
産
・

生
活
の
安
寧
を
保
証
し
た
の
だ
。
そ
れ
が
現
在
に
通
じ
る
古
代
祭
祀
の
本
質
で
あ
る
。
古
代
日
本
の
祭
祀
は
、
日
本
列
島
の
自
然
環
境
が

も
た
ら
す
恵
み
だ
け
で
な
く
災
害
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

稲
荷
山
古
墳
の
鉄
剣
金
象
嵌
銘
が
刻
ま
れ
た
辛
亥
年
（
四
七
一
）
か
ら
七
年
後
の
四
七
八
年
、
倭
王
武
は
、
中
国
南
朝
、
宋
の
順
帝
へ

と
上
表
文
を
送
っ
て
い
る
。『
宋
書
』
が
伝
え
た
武
の
上
表
文
に
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
や
『
礼
記
』
な
ど
漢
籍
の
用
字
が
認
め
ら
れ
る）
27
（

。

つ
ま
り
、
五
世
紀
の
日
本
列
島
に
は
一
定
の
漢
籍
の
内
容
が
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
『
礼
記
』
に
は
「
祖
」「
天
下
」
の
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文
字
と
と
も
に
、「
神
」
の
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
神
を
「
山
林
や
川
・
谷
、
丘
陵
で
雲
を
出
し
風
雨
を
起
こ
し
、
不
思
議

な
働
き
を
示
す
も
の
全
て
」
と
定
義
、
王
は
百
神
（
多
く
の
神
）
を
祭
り
、
各
地
の
諸
侯
は
、
そ
の
地
の
神
を
祭
る
と
し
て
い
る）
28
（

。「
祖
」

と
「
天
下
」
は
、
稲
荷
山
古
墳
の
鉄
剣
金
象
嵌
銘
に
既
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
日
本
列
島
の
「
カ
ミ
」
へ
も
漢
字
「
神
」

を
当
て
る
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
五
世
紀
代
、
日
本
列
島
の
東
西
で
鉄
製
品
や
石
製
模
造
品
な
ど
共
通
し
た
品
々
を
使
う
祭
祀
遺
跡
が
明
確
化
し
た
。
そ
の
背
景
と

し
て
、
天
下
の
環
境
に
坐
す
「
カ
ミ
・
神
」
を
、
大
王
と
各
地
の
首
長
・
人
々
が
祀
る
体
制
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

ǽ
ǽ
ጶ
ɢ
ɝ
Ⱦ

　

七
世
紀
、
中
国
に
強
力
な
統
一
帝
国
「
唐
」
が
成
立
し
、
東
ア
ジ
ア
の
情
勢
は
再
び
大
き
く
変
化
し
た
。
唐
の
圧
力
を
受
け
て
朝
鮮
半

島
の
高
句
麗
と
百
済
は
滅
亡
し
、
東
ア
ジ
ア
に
は
唐
を
中
心
と
す
る
新
た
な
秩
序
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、
日
本
列
島
の
倭

国
は
、
中
国
の
律
令
制
度
を
取
り
入
れ
た
国
家
建
設
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
動
き
の
中
で
祭
祀
の
場
も
大
き
く
変
化
し
た
。
皇
祖
神
の
宝
鏡
を
高
床
建
物
に
安
置
し
、籬
で
区
画
・
遮
蔽
し
て
い
た
「
神
籬
」
は
、

七
世
紀
中
頃
、新
し
い
宮
殿
（
難
波
長
柄
豊
碕
宮
）
の
形
に
合
わ
せ
て
再
編
成
さ
れ
、「
神
宮
」
が
成
立
す
る）
29
（

。
あ
わ
せ
て
、皇
祖
神
の
ほ
か
、

香
島
（
鹿
島
）、
出
雲
を
始
め
と
し
て
「
天
下
」
の
主
要
な
神
々
の
祭
祀
の
場
が
整
備
さ
れ
、
そ
れ
を
支
え
る
「
神
郡
」
が
設
置
さ
れ
た
。

　

神
郡
が
設
置
さ
れ
た
神
々
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
神
話
で
重
要
な
働
き
を
す
る
神
々
で
あ
る
。『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』「
神
郡
、

度
会
・
多
気
・
飯
野
の
三
箇
郡
を
初
む
る
本
記
行
事
」
は
、
孝
德
朝
に
神
宮
の
大
神
宮
司
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
。
さ
ら
に
『
日

本
書
紀
』
斉
明
天
皇
紀
と
『
常
陸
国
風
土
記
』
香
島
郡
条
は
、
六
五
〇
年
代
か
ら
六
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
出
雲
と
香
島
の
神
宮
整
備
を
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記
し
て
い
る
。
七
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
、
こ
の
主
要
な
神
々
の
祭
祀
の
体
制
や
祭
祀
の
場
の
整
備
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
直
後
、

七
世
紀
後
半
に
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
が
始
め
ら
れ
た
。『
記
紀
』
神
話
の
編
纂
は
、
主
要
な
神
々
の
祭
祀
の
整
備
を
受
け

て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
七
世
紀
末
期
、
天
武
・
持
統
朝
を
経
て
、「
倭
国
」
は
律
令
国
家
「
日
本
」
へ
、「
大
王
」
は
「
天
皇
」
へ
と
転
換
し
た
。
あ

わ
せ
て
、
各
地
の
主
要
な
「
祭
祀
の
場
」
は
、
律
令
国
家
の
祭
祀
制
度
に
組
み
込
ま
れ
た
「
神
社
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

四
季
の
変
化
が
明
確
で
自
然
の
恵
み
が
多
い
一
方
で
、
自
然
災
害
も
多
い
の
が
、
日
本
列
島
の
自
然
環
境
で
あ
る
。
そ
の
働
き
に
神
々

を
感
じ
、
生
活
・
生
産
の
安
寧
を
祈
っ
て
き
た
の
が
、
神
社
で
の
祭
祀
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
に
、
神
社
と
祭
祀
が
、
古
代
の
国
家
形

成
と
深
く
関
わ
り
、
長
い
歴
史
の
中
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
大
き
な
理
由
の
一
つ
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　

ᜲ

　
（
1 

）
大
場
磐
雄
「
第
一
部　

祭
祀
遺
蹟
の
研
究　

考
古
学
上
よ
り
観
た
上
代
の
祭
祀
」『
祭
祀
遺
蹟
―
神
道
考
古
学
の
基
礎
的
研
究
―
』

角
川
書
店
、
一
九
七
〇
。

　
（
2 

）
笹
生　

衛
『
日
本
古
代
の
祭
祀
考
古
学
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
。

　
（
3 

）
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
編
『
続
沖
ノ
島　

宗
像
神
社
沖
津
宮
祭
祀
遺
跡
』
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
・
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
。

　
（
4 

）
白
石
太
一
郎
「
ヤ
マ
ト
王
権
と
沖
ノ
島
祭
祀
」『「
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
」
研
究
報
告
Ⅰ
』「
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺

産
群
」
世
界
遺
産
会
議
、
二
〇
一
一
。

　
（
5 

）
石
田
茂
輔
「
日
葉
酢
媛
命
御
陵
の
資
料
に
つ
い
て
」『
書
陵
部
紀
要
』
第
十
九
号
、
宮
内
庁
書
陵
部
、
一
九
六
七
。
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宮
内
庁
書
陵
部
陵
墓
課
編
『
考
古
資
料
の
修
復
・
複
製
・
保
存
処
理
』
宮
内
庁
書
陵
部
、
二
〇
〇
九
。

　
（
6 
）
朝
夷
地
区
教
育
委
員
会
・
白
浜
町
編
『
小
滝
涼
源
寺
―
千
葉
県
安
房
郡
白
浜
町
祭
祀
遺
跡
の
調
査
―
』
朝
夷
地
区
教
育
委
員
会
・

白
浜
町
、
一
九
八
九
。

　
（
7 

） 

原　

雅
信
「
金
井
下
新
田
遺
跡
の
囲
い
状
遺
構
と
祭
祀
遺
構
に
つ
い
て
」『
平
成
二
九
年
度
遺
跡
発
表
会　

金
井
下
新
田
遺
跡

の
謎
に
い
ど
む
』
公
益
財
団
法
人
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
、
二
〇
一
七
。

　
（
８ 

）
木
更
津
市
教
育
委
員
会
編
『
千
束
台
遺
跡
Ⅰ
―
祭
祀
遺
構
―
』
木
更
津
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
八
。

　
　
　

松
前
町
教
育
委
員
会
編
『
出
作
遺
跡
Ⅰ　

出
作
圃
場
整
備
事
業
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
松
前
町
教
育
委
員
会
、
一
九
九
三
。

　
（
９ 

）
註
２
文
献
に
同
じ
。

　
（
10 

）（
財
）浜
松
市
文
化
協
会
編
『
山
ノ
花
遺
跡　

遺
物
図
版
編
』・『
山
ノ
花
遺
跡　

木
器
編
（
図
版
）』（
財
）浜
松
市
文
化
協
会
、

一
九
九
八
。

　
（
11 

）
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
編
『
沖
ノ
島　

宗
像
神
社
沖
津
宮
祭
祀
遺
跡
』
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
・
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
八
。

　
（
12 

）
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
編
『
宗
像
沖
ノ
島
』
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
、
一
九
七
九
。

　
（
13 

）
笹
生　

衛
「
古
代
祭
祀
の
形
成
と
系
譜
―
古
墳
時
代
か
ら
律
令
時
代
の
祭
具
と
祭
式
―
」『
古
代
文
化
』
第
六
五
巻
第
三
号
、
公

益
財
団
法
人
古
代
学
協
会
、
二
〇
一
三
。

　
（
14 

）『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』「
大
宮
院
」
の
部
分
の
正
殿
に
は
、「
御
橋
一
枚
」
と
「
殿
扉
金
鏁
一
具
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
御
橋
」

は
階
を
指
し
、「
扉
の
金
の
鏁
」
か
ら
は
施
錠
で
き
る
扉
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
神
宮
の
正
殿
は
、
階
と
施
錠
で
き
る
扉
を
備

え
た
高
床
倉
構
造
の
建
物
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　

 　

ま
た
、『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
八
十
七
年
二
月
五
日
条
に
、
石
上
神
宮
の
神
庫
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
「
天
の
神
庫
も
樹
梯
の
随
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に
」
と
の
諺
の
由
来
を
紹
介
し
て
い
る
。「
神
庫
高
し
と
雖
も
、我
能
く
神
庫
の
為
に
梯
を
造
て
む
」
と
も
あ
り
、刀
剣
な
ど
武
器
・

神
宝
を
納
め
た
石
上
神
宮
の
神
庫
は
、
梯
子
が
必
要
な
高
床
倉
構
造
の
建
物
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
（
15 
）
米
川
仁
一
「
奈
良
県
御
所
市
秋
津
遺
跡
の
祭
祀
関
連
遺
構
」『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
№
六
五
七　

特
集
祭
祀
考
古
学
の
現
状
』

ニ
ュ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
社
、
二
〇
一
四
。

　
（
16 

）
註
７
文
献
に
同
じ
。

　
（
17 

）
加
古
川
市
教
育
委
員
会
編
『
行
者
塚
古
墳　

発
掘
調
査
概
報
』
加
古
川
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
八
。

　
（
18
）
森
田
克
行
『
よ
み
が
え
る
大
王
墓　

今
城
塚
古
墳
』
新
泉
社
、
二
〇
一
一
。

　
（
19
）
笹
生　

衛
『
神
と
死
者
の
考
古
学　

古
代
の
ま
つ
り
と
信
仰
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
。

　
（
20 

）
パ
ス
カ
ル 

ボ
イ
ヤ
ー
（
鈴
木
光
太
郎
＋
中
村
潔
訳
）『
神
は
な
ぜ
い
る
の
か
？
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
八
。

　
　
　
　

ス
チ
ュ
ア
ー
ト 

Ｅ 

ガ
ス
リ
ー
（
藤
井
修
平
訳
）「
神
仏
は
な
ぜ
人
の
か
た
ち
を
し
て
い
る
の
か　

擬
人
観
の
認
知
科
学
」『〈
日

　
　
　

本
文
化
〉
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
』
春
秋
社
、
二
〇
一
六
。

　
（
21 

）
亀
井
正
道
『
建
鉾
山
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
。

　
（
22
）
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
『
奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報　

二
〇
〇
〇
年
度
』
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
、
二
〇
〇
一
。

　
（
23 
）（
財
）千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編
『
館
山
市
長
須
賀
条
里
制
遺
跡
・
北
条
条
里
制
遺
跡
』（
財
）千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
〇
四
。

　
（
24 

）
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
和
泉
浜
遺
跡
Ｃ
地
点
学
術
調
査
団
「
伊
豆
大
島　

和
泉
浜
遺
跡
Ｃ
地
点
―
第
二
次
・
三
次
調
査
の

概
要
―
」『
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
紀
要
』
第
十
二
輯
、
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
、
一
九
九
六
。

　
（
25 

）
赤
城
村
教
育
委
員
会
編
『
宮
田
諏
訪
原
遺
跡
Ⅰ
・
Ⅱ　

平
成
十
三
・
十
四
年
度
緊
急
地
方
道
路
整
備
（
Ａ
）下
久
屋
渋
川
線
道
路
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改
良
事
業
に
係
る
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
―
榛
名
山
噴
火
軽
石
・
火
山
灰
に
埋
没
し
た
古
墳
時
代
祭
祀
遺
跡
―
』
赤
城
村
教
育

委
員
会
、
二
〇
〇
五
。

　
（
26 
）
寺
澤
薫
『
日
本
の
歴
史
〇
二　

王
権
誕
生
』
講
談
社
、
二
〇
〇
〇
。

　
（
27 

）
田
中
史
生
「
武
の
上
表
文
―
も
う
ひ
と
つ
の
東
ア
ジ
ア
―
」『
文
字
と
古
代
日
本
２　

文
字
に
よ
る
交
流
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
五
。

　
（
28 

）
竹
内
照
夫
『
新
訳
漢
文
大
系
二
八　

礼
記　

中
』
明
治
書
院
、
一
九
七
七
。

　
（
29 
）
笹
生　

衛
「
神
の
籬
と
神
の
宮
―
考
古
学
か
ら
見
た
古
代
の
神
籬
の
実
態
―
」『
神
道
宗
教
』
第
二
三
八
号
、
神
道
宗
教
学
会
、

二
〇
一
五
。


